
令和８年４月 小学校・義務教育学校 入学予定の保護者の方へ 

就学援助（小学校入学準備金）申請のお知らせ 

                              和泉市教育委員会  

和泉市教育委員会では、経済的な理由により小学校・義務教育学校に就学することが困難な

家庭を対象に就学援助（入学準備金）を入学前に支給します。 

今回の申請は、「入学準備金」のみの申請です。学校給食費など、その他の就学援助について

は別途、入学後に申請する必要があります。（４月中旬に学校を通じてご案内します。） 

 

１ 認定要件（次のすべての要件に該当する方） 

 (1)  公立の小学校又は義務教育学校（府立支援学校を除く）に入学予定の児童の保護者の方 

(2) 令和７年度就学援助の認定基準（下記）のいずれかに該当する方 

※３月３１日までに市外へ転出することが決まっている場合は転出先で申請してください。 

※市外から転入された方で、既に入学準備金が支給されている場合は、対象外となることがあります。 

※生活保護受給中の方は、教育扶助により支給されるため本制度の対象とはなりません。 

※府立支援学校に入学予定の場合、支援学校における「特別支援教育就学奨励費」の申請ができるため、 

本制度の対象とはなりません。 

※支給後、要件に該当しないと判明したときは、「入学準備金」を返還していただきます。 

２ 認定基準 

認定となる基準は、次のいずれかです。  

(1)世帯全員の令和６年中の合計所得金額が、下記の範囲内である方。 

住居の状況＼世帯人数 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 7 人以上 

借 家 世 帯 258 万円 303 万円 333 万円 388 万円 428 万円 1人につき50万円

を加えた額 持 家 世 帯 185 万円 230 万円 260 万円 315 万円 355 万円 

・令和７年１月２日以降に和泉市へ転入された方は、転入前の市町村が発行した令和７年

度の所得証明書(令和６年中の所得が分かるもの。コピー可）を提出してください。 

  ※マイナンバーの活用により所得証明書を省略できる場合があります。詳しくは下記までお問合せください。 

(2)申請書の認定要件の 1～3 のいずれかに該当する方。 

※認定要件の 1－チ、1－リ、2 に該当する方は確認できる書類を添付してください。確認書類が無い場

合は否認定となります。 

３ 援助の内容 

(1) 支給額（１人につき）５７,０６０円 

 (2) 支給方法           令和８年２月中旬（予定）に保護者の口座に振り込みます。 

   ※判定結果、振込み内容は、２月上旬（予定）に通知します。 

４ 申請方法（①②どちらか） 

① 申請書(別紙)による申請：申請書に記入のうえ教育委員会に提出してください。 

提出先：和泉市教育委員会事務局 学校教育室 学務グループ（市役所５階 ⑤窓口） 

          （〒594-8501 和泉市府中町二丁目７番５号） 

② 電子申請：右記 QR コードより申請いただけます。――――――――→ 

       （和泉市ホームページからも可能） 

５ 締切り：令和８年１月９日（金）まで 

  ※１月１０日以後も３月３１日までは申請可能。ただし、３月以降の支給となります。 

※「入学準備金」の申請は今回のみです。４月以降に申請することはできません。また、

入学後の就学援助（学校給食費等）で認定されても「入学準備金」は支給されませんの

で、申請漏れの無いようご注意ください。 

６ 問い合わせ先 

   和泉市教育委員会事務局 学校教育室 学務グループ（☎0725-41-1551 内線 1558）  

 



 


